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訓 令

北海道訓令第１号

本 庁
出 先 機 関

北海道公用文作成規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成２３年１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道公用文作成規程の一部を改正する訓令

北海道公用文作成規程（昭和６３年北海道訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第４条第１項中「昭和５６年内閣告示第１号」を「平成２２年内閣告示第２号」に改める。
第５条中「名あて人」を「名宛人」に改める。
別記の４の項第１号中「あ て 名」を「宛 名」に改め、同号注３の事項中「あて名」
を「宛名」に、「名あて人」を「名宛人」に改め、同項第３号中「あ て 名」を「宛

名」に改め、同号注２の事項中「あて名」を「宛名」に、「名あて人」を「名宛人」に改め
る。

附 則

１ この訓令は、平成２３年２月１日から施行する。
２ この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の北海道公用文作成規程の規定に基づい
て作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の北海道公用文作成
規程の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

告 示

北海道告示第１６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１項の規定により、長沼町南長沼中央
地区の換地計画を定めた。
その関係書類は、北海道空知総合振興局に備え置いて、平成２３年１月１２日から２０日間、一
般の縦覧に供する。
平成２３年１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１７号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１項の規定により、新篠津村中原地区
の換地計画を定めた。
その関係書類は、北海道石狩振興局に備え置いて、平成２３年１月１２日から２０日間、一般の
縦覧に供する。
平成２３年１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１８号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２３年１月１１日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 沙流郡日高町字日高１１８０・１１９６（以上２筆国有林）、山
手町二丁目４４１の２（次の図に示す部分に限る。）、字日
高４７０の１、４７１の１４、５０１の４、１１１１から１１１３まで

２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
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３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び日高町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２３年１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

石狩市（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
石狩市（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道石狩振興局
産業振興部林務課及び石狩市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２０号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２３年１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

山越郡長万部町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島総合振
興局産業振興部林務課及び長万部町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２１号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２３年１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
札幌市（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐に係る伐採種は、定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

札幌市・石狩市・釧路市（以上３市国有林。次の図
に示す部分に限る。）、札幌市・釧路市（以上２市に
ついて次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
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� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

石狩市（国有林。次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 公衆の保健
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２２号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正する。
平成２３年１月１１日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項苫小牧信用金庫の事項を削る。

道教育庁渡島教育局告示

北海道教育庁渡島教育局告示第１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年１月１１日

北海道教育庁渡島教育局長 和 田 基 興
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
函館商業高等学校学科転換に係る物品購入
７品目（パーソナルコンピュータほか２９０点）

２ 落札を決定した日

平成２２年１２月１７日
３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 大丸藤井株式会社
� 住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番地
４ 落札金額
１２，３７９，５００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２２年１１月２日付け北海道教育庁渡島教育局告示第３１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁渡島教育局企画総務課
� 所在地 函館市美原４丁目６番１６号

道 教 育 庁 オ ホ ー ツ ク
教 育 局 告 示

北海道教育庁オホーツク教育局告示第１号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２３年１月１１日

北海道教育庁オホーツク教育局長 森 徳 男
１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量
北海道美幌農業高等学校学科転換に係る物品購入
ホモジナイザーほか全４３品目（６３台）

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２２年１２月２１日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 大槻理化学株式会社
� 住 所 北見市卸町１丁目６番地２
４ 随意契約に係る契約金額
１０，１３２，５００円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定による。
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７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁オホーツク教育局企画総務課
� 所在地 網走市北７条西３丁目
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